
今後の行動計画について 
平成26年11月19日

総合戦略・政権評価特別委員会

１ 各党への申入れ 

（１）対象政党 

 衆参国会議員３０人以上の政党 

 ※自由民主党、民主党、公明党、維新の党 

（２）実施方法 

 本委員会の委員のほか、希望する都道府県知事らが直接政党へ申入れを実施 

（３）申入予定日（下記を予定日として日程調整中） 

 ①11月20日（木） 

 ②11月21日（金）（予備日） 

２ 各党政権公約の評価 

（１）対象政党 

 政党要件を満たし、今回の総選挙に候補者を擁立する予定のすべての政党のうち、政権

公約を公表した全ての政党 

（２）実施方法 

・原則として、各党が公表した「衆院選政権公約」を評価対象として、本委員会の委員

それぞれが、評価コメントを付して点数評価を実施 

・各党の公約が出揃わないことも想定されるため、全国知事会の要請事項に対する各党

の見解を別途求め、それらについても評価対象とする 

・各委員の点数評価は、政権公約評価基準を参考に実施 

・全国知事会としての評価は、各委員がそれぞれ行った評価結果を委員長県が集計し作

成 

（３）評価の実施時期 

 本日以降、各党が公表した政権公約を各委員が評価し、別途指定する日時（11月27日

（木）17:00頃予定）までに、委員長県へ送付（別紙様式） 

（４）政権公約評価結果の公表 

 11月29日（土）に全国知事会としての政権公約評価結果を都道府県会館（全国知事会）

において委員長が公表 

 ※ 個別の委員の評価は、全国知事会からは公表しない 

資料５ 


